
議員と話す出前トーク報告書 
 

開 催 日 時 令和７年５月１９日（ 月 ）  １４ 時００分～１５時５０分 

相  手  方 第四地区住民協議会 

開 催 場 所 鎌中地域交流センター 地域交流室 

出 席 議 員 

広報広聴委員         

① 松本一孝    ② 深田 龍   ③ 久松倫生  

④ 濱口高志   ⑤ 市野幸男   

司会進行者 市野幸男       

報 告 者 市野幸男 

記 録 者 濱口高志 

参 加 人 数      ７名  

意見・要望等 

主な質疑応答 

 

 

 

別紙のとおり。 

報告者の所感 

 

 

別紙のとおり。 

 

松阪市議会議長 中島 清晴  様 

   令和 ７ 年  ５ 月 ２１ 日 

  議会報告会実施要綱第８条の規定により提出します。 

                  

               報告者  市野幸男              

 



  

 

 

 

 

【意見等】 

・学校施設内の一室に住民協議会、福祉まるごと相談室、公民館のそれぞれの事

務所が入っていることの弊害。 

・学校施設に公民館が入っている事への使用制約が多いこと。 

・現状の状況でコミュニティーセンター化後の指定管理にする方法があるのか。 

・自治会未加入世帯の自治会設置ゴミ集積所へのゴミ出しは。 

・大口町より松阪港方面への通勤途中に地域外の方がゴミを捨てていくことへ

の懸念。（証拠はないが可能性大） 

・アパート等のゴミ出しマナーの周知。（外国人も多い） 

 

【課題・問題点】 

・同じ部屋にまるごと相談室があり、相談等の個人情報にかかわることが多く同

じ部屋では電話をとることも難しい。部屋から子機をもって出る移動が必要

となる。 

・住民協議会自体の事務所がなく地域交流センターのロビーが通常の居場所と     

なり重要な会議も生徒や住民が自由に行きかうロビーで行うこともある。 

・学校施設に併設されていることで公民館としての機能に制約がある。他地区の

公民館のように自由に趣味講座や飲食をしたり、大きな声も出せない。学校と

の調整、確認が必要。 

・学校休日の土、日、夜間は使用が難しい。 

・松阪港方面に大きな会社があるので途中でゴミを捨てていかれるように思う 

 が対処のしようがない。 

・市民税を払っている以上どこに捨てても市民の権利と主張される。 

・ゴミカレンダー・広報等、自治会未加入だと届いていない 

・自治会未加入世帯のゴミ出し場問題 

【解決案】 

・住民協議会が自由に使用できる別棟でも空きがあるなら事務所確保、まるごと

相談室の相談対応室の確保（ハード面）が望ましい。 

・公民館施設としては限られたスペースのなかで、やっていくにはどのようにす

れば考えていくしかない。 

意見交換 

【テーマ】第四地区住民協議会のあり方 



・休日のの使用については鍵を住民協議会に預けてもらうことにより、若干緩和

された。 

・指定管理については現状の状況で方法があるなら行政に提示してほしい。 

・ゴミ出し方法等の行政からの徹底周知。 

・アパート等は、管理者に居住者に対しルールやマナーをしっかり周知を願う。 

・行政にはゴミカレンダーをしっかり全戸（アパート等含む）に配布できるシス

テムの再考。 

・住居地域以外へのゴミ捨て禁止等の周知。 

 

【主な質疑応答・意見等】 

 

問 松阪市のモデル（公民館が学校施設に入る）となるべく鎌中が使い勝手が悪 

  いのはどういうことか 

答 説明をお聞きして解った現状があり、今後考えていく必要があることを確

認した。 

 

意見 出来ないことよりも、今の現状で出来る方法を考えていくことも今の、も

っとも大事なことである。（役員） 

   

問 自治会未加入者のゴミ捨てについて行政は、集積以外のゴミも集めなけれ

ばいけないと言うが集積所以外にゴミが出されてよいのか。 

答 行政としては回収必要 

 

意見 

  今後、自治会未加入宅が増加するであろうと思うが、行政として何らかの 

  周知、ルール・マナーの徹底周知を図る為、アパート住民や転居者等に対し 

 周知方法を再考願いたい。 

 



報告者所感 

 
議員と話す出前トークの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇鎌中地域交流センターに各、組織が一室に同居状態となっているが、けして広く

ないスペースであり個人情報保護を重視すべき部署が併設されていることに問題

を感じる。福祉まるごと相談室設置も市民にとって非常に良いことだと思う反面

設置ありきではなく環境を整えた上での設置が望ましいと強く感じる。 

看板を増やすだけではなく、各々の組織が環境の上で活動に制限がかからない前

提での設置であってほしいと思う。 

 

〇今の現状スペースで出来ることを考えていくことが大事、という役員さんの意

見があったが、どうにか解決策があるなら行政として解決してほしい。 

 

〇ゴミ問題については全国共通の問題だと思うが、自治体にできることもあるの

ではないかと思う。今後大きくなる可能性がある自治会未加入等についても今の

うちに行政として、強制ができないだろうが、方向性や対処法も考えておく必要や

また市民からの問い合わせに明確に答えられる指針が必要だと感じた。 


